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第２章 三重県の未来予想図 
 
～私たちの未来の話をしま

せんか～ 
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１ 直視すべき現実、避けなければならないシナリオ 

 
（分岐点・ターニングポイントに立つ） 
 環境変化に鈍感で、「進むべき針路」を進まず、現状維持に甘んじていると、いずれ

取り返しのつかない状況に至ります。いわば、徐々に水を熱せられた“ゆでガエル”
のたとえのように悲劇を迎えます。 

 
 “ゆでガエル”のたとえとは、カエルを水に入れ、その水を徐々に熱していくと、カ

エルは、温度の上昇を知覚できずに、いずれゆで上がって死亡してしまいます。いき
なり熱湯に入れれば、直ちに飛び跳ね、脱出・生存するのに対し、じわじわと温度を
高くすると、体が慣れて熱さに気づかないわけです。状況変化に気づかずにいる状態
や、気づいていたとしても対応を怠り最悪の状態に陥ることへの警告の例えです。 

 
 高齢者施策を取り巻く環境変化といった現実を直視せず、対応を怠れば、緩やかに、

しかし、着実に衰退の道を歩みます。そして、“避けなければならないシナリオ”が
現実のものになってしまいます。なお、以下に述べる“避けなければならないシナリ
オ”は、健全な危機感を持ち、対応を取ることこそが重要であるという認識に立って、
あえて示すものです。 

 
 三重県の総人口は、ほぼ横ばいの状況ですが、2005(平成 17)年には、既に出生数が死

亡数を下回る、いわゆる人口の「自然減」が始まっており、「人口減少局面」に入っ
ています。 

 
 今後、人口減少はペースを徐々に速め、30 年先には 3 人に 1 人以上が 65 歳以上とい

う超高齢社会となるなど、次のような「直視すべき現実」があります。そして、こう
した環境変化への対応の成否が、三重県の今後を大きく左右します。変化に対応でき
る県・地域のみが生き残ることができるのです。 

 
 今、三重県の高齢者施策は分岐点（ターニングポイント）に立っているのです。つま

り、良い方にも悪い方にも向かい得るのです。 
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（直視すべき現実 ～①支え手となる年齢層の減少と、高齢者の増加～） 
 2005(平成 17)年現在、三重県の高齢者数は 40.1 万人ですが、2035(平成 47)年には

53.6 万人に増加すると見込まれています。 
 
 1947(昭和 22)年から 1949(昭和 24)年生まれの戦後のベビーブーマー、いわゆる「団

塊の世代」の人口が約 10 万人と、大きな塊をなしています。これらの世代が 65 歳以
上になる 2015(平成 27)年までに高齢者数が特に増加します。 

 
 2015(平成 27)年以降、高齢者数はほぼ横ばいになりますが、団塊の世代といった大

きな人口の塊が、2025(平成 37)年には 75 歳へ、2035(平成 47)年には 85 歳となって
いきます。このため、高齢者の中でも、75 歳以上高齢者（いわゆる「後期高齢者」）
が増加します。75歳以上高齢者は、2005(平成17)年現在、18.6万人と、総人口の10.0％
ですが、2035(平成 47)年には、現在の 1.7 倍の 32.1 万人になり、総人口の 20.1％を
占めます。 

 
 また、今後は、高齢者数が増加するだけでなく、少子化の影響で人口が減少します。

2005(平成 17)年現在、三重県の人口は 186.7 万人ですが、今後減少に転じ、減少の
ペースを徐々に速め、2025(平成 37)年には 172.5 万人に、2035(平成 47)年には 160.0
万人になると見込まれています。 

 
 生産年齢人口と呼ばれている15歳から64歳の年齢層の人口の減少が大きく、2005(平

成 17)年現在、119.9 万人ですが、2035(平成 47)年には、現在の▲29.7 万人・▲25％
の 90.2 万人になると見込まれています。 

 
 高齢化率(総人口に占める 65 歳以上人口の割合)は、2005(平成 17)年現在、21.5％で

すが、2025(平成 37)年には 30.8％、2035(平成 47)年には 33.5％と、3 人に 1 人以上
が 65 歳以上という状況になると見込まれています（図 2-1）。 

 
 75 歳以上高齢者の１人当たり医療費は、65 歳未満の者に比べて、5.6 倍と非常に高

くなっています。65～74 歳の高齢者と比べても 1.5 倍です（図 2-2）。また、75 歳以
上高齢者の要介護認定率（要介護認定者数を人口で除した割合）は、65～74 歳の高
齢者の約 6 倍であり、重度の認定者のうち、8 割以上が 75 歳以上高齢者となってい
ます（図 2-3）。今後、75 歳以上高齢者の増加による社会保障給付の増加とともに、
その支え手となる年齢層の減少による負担面の増加が見込まれます（図 2-4）。 
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（「地域の力を問う」社会保障制度改革の動向） 
 前述のとおり、介護制度改革・医療制度改革・地域福祉施策は、すべて「地域」を重

視しています。 
 
 「ニア・イズ・ベター」の考え方を基本に、地域のことは地域が主体的に決めること

ができる「地域主権」が、この国に求められる「カタチ」です。 
 
 社会保障制度は、既にこの「地域主権」の方向で舵が切られています。このような時

代の大きな潮流に乗り遅れ、「国頼み」「寄らば大樹の陰」といった行政運営の姿勢で
は、地域住民の保健医療福祉は向上しません。 

 
 国へ言うべき事は言う必要はありますが、「国は何をやってくれるのか」ではなく、

県・市町は、「地域がやる気になれば何でもできる」というこの状況を活用し、何を
なすべきか、何ができるのかを考え、具体的な行動(アクション)を起こしていくこと
が必要です。 

 
 
（避けなければならないシナリオ） 
 少子高齢化は時間をかけて緩やかに進行していきます。また、緩やかながらも、地域

のことは地域で考えるという流れの中、地域の力が問われ始めています。こうした環
境変化に鈍感で現状維持に甘んじていれば、三重県には、次のような未来が訪れるこ
とになります。 
① 高齢者は、誰かからの支えに依存する状況です。しかしながら、その支え手とな

る若者も少なく、高齢者が高齢者を支えることもできず、地域・コミュニティは
崩壊します。 

② 地域で暮らせない高齢者が、施設への入所を希望します。支え手も少ない中、過
度な保険料・税負担も無理なため、施設の定員数には限りがあります。この少な
い施設の定員を巡り、競争が激化します。そして、施設に入れない高齢者が行き
場を失います。 

③ 地域・コミュニティの崩壊の中、施設だけが孤立化して地域に存在します。 
④ 人材不足により、在宅でも施設でも必要なサービスが受けられません。 

 
 
 

 

 

 

 

 




